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２０１７年１２月１２日 (一社）日本建築士事務所協会連合会
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設立昭和３７年 会員数14,835事務所（９月現在）正会員 ４６団体
担当委員会：業務・技術委員会の下で低炭素化及び省エネ化対応ワーキング
グル-プを２０１５年４月設立活動を開始
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(一社）日本建築士事務所協会連合会
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目的
２０１６年7月の省エネ住宅基準適用が２０２０
年に義務化される予定、会員事務所及び単位会として
どの程度の対応を検討しているのか、会員事務所と単
位会とに分け、その結果を集計した。
以上の結果を踏まえ省エネ住宅への対策について検討
する資料とした。

◇ 低炭素化・省エネ化対応に関する会員事務所へ
のアンケ-ト調査
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◇ 課題等
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【一般消費者への普及啓発】
○ 義務化の以前に建築主に対して住宅の省エネについて啓発を促すことをもっと積極的に考えてほ
しい。（パンフの作成等をして頂きたい）

【小規模な設計事務所等における準備不足】
○ 小規模・零細な工務店、設計事務所は、省エネ設計や省エネ計算等について、現時点では準
備不足で義務化することは拙速ではないか。今義務化されれば事務所の死活問題にもなりかねな
い(アンケ-トで、省エネ計算を詳しく知っている事務所は３割程度。また、義務化への対策を考えて
いない事務所は過半。）。

○ 省エネ計算には手間や費用も掛かるため、義務化以前に省エネの工事費用だけでなく設計費に
も補助金を充実させて頂きたい。



◇ 課題等
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【省エネ計算や手続の簡素化】
○ 義務化の前に出来るだけ簡素化した計算方法にしてもらわないと住宅の設計業務に支障をきた
す。再検討が必要。

○ 住宅は設計変更が特に多いため、このまま義務化されては確認申請及び工事監理中の設計変
更等の手続きがわからない事務所が大多数でありこの辺の問題を簡素化することが必要。

【既存住宅の増改築時の取扱い】
○ 既存住宅の増改築について今の段階ではどのように対応してよいのか全く分からない。


